
堺市立公民館文化教室登録基準 

（趣旨） 

第１条  この基準は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」と

いう。）の精神を尊重し堺市立公民館において定期的・継続的に学習活動をす

る団体を「文化教室」として登録し、当該団体の自主的運営を支援すること

について必要な事項を定める。 

 （登録要件） 

第２条  登録を受けることができる団体は、法第２０条に規定されている公民

館の設置目的に寄与し、自主的・継続的な活動を行い、その能力を活用して

社会参加活動などができる団体で、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1)  もっぱら営利を目的とした事業を行ったり、特定の営利事業に公民館若

しくは団体名の名称を利用させたり、営利事業を援助しないこと。 

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は、公私の選挙に関し、特定の

候補者の支持をしないこと。 

(3) 特定の宗教の支持を行い、また、特定の教派・宗派、若しくは教団を支援

しないこと。 

(4)  公民館の運営に協力すること。 

(5) 各公民館の登録状況により、教育長が定める一定年数の活動実績がある

こと。 

(6)  構成員は、堺市内在住・在勤者を主とし、１０人以上であること。また、

特定の職域等の限られた範囲に属する者のみで構成されていないこと。 

(7) 活動内容の公開・発表と、その社会的還元に努めること。また、入会希

望者等市民からの問合せに対して、登録内容の情報提供を本市が行うこと

に同意すること。 

(8) 入会希望者があった場合は、可能な限り受け入れること。 

(9) 文化教室の講師謝礼等にかかる会費は、別に教育長が定めた額とするこ

と。 

（登録期間） 

第３条 登録の期間は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（登録申請及び活動報告） 

第４条 登録を受けようとする団体は、教育長が定める期間内に堺市立公民館

文化教室開設申込書（別記様式第１－１号、以下｢申込書｣という。）に次に掲

げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

(1) 会員名簿（別記様式第１－２号） 

(2) 年間学習活動計画書（別記様式第１－３号） 

(3) 収支予算書（別記様式第１－４号） 

２ 当該年度の活動を終了したときは、教育長が定める期日までに、次の書類

を教育長に提出しなければならない。 

(1)  年間学習活動報告書１(別記様式第２－１号)及び２(別記様式第２－２

号） 

(2) 収支決算書（別記様式第２－３号） 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、別

に、書類の提出を求めることができる。 



（登録の承認） 

第５条 教育長は、前条の規定による登録の申請があった場合は、その内容を審

査し、適当と認めたときは登録するものとし、堺市立公民館文化教室開設承認

通知書(別記様式第３号、以下｢承認書｣という。)を申請団体に交付する。 

２ 教育長は、前項の審査において、登録するのに不適当と認めたときは、堺

市立公民館文化教室不承認通知書（別記様式第４号）を申請団体に交付する

ものとする。 

  (登録団体への支援) 

第６条 教育長は、前条により、承認書を交付された団体（以下、「登録団体」

という。）については、堺市立公民館管理運営規則(昭和５６年教育委員会規則

第 6 号。以下｢規則｣という。)第３条第 2 項ただし書きの規定により申込みを

受理できるものとする。 

２ 教育長は、登録団体に対しその他必要な支援を行うことができる。 

  (変更の届出) 

第７条 前条の規定により承認書の交付を受けた登録団体は、申込書、または、

その添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を教育長に届

けなければならない。 

  (解散等の届出) 

第８条  登録団体は、解散し、または他の団体と合併したときは、遅滞なくそ

の旨を教育長に届け出なければならない。 

２ 教育長は、前項の届け出があったときは、当該登録団体の登録を取り消す

ものとする。 

（登録の取消し） 

第９条  教育長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

その登録を取り消すことができる。 

(1)  虚偽、その他不正の手段により登録を受けたとき。 

(2)  この基準に定める登録要件に適合しなくなったとき。 

(3)  長期間活動しないとき。ただし、文書により活動しない理由の届け出が

あった場合について、教育長が特にやむを得ないと認めるときは、この限

りではない。 

(4)  使用承認を受けた後、連絡なく使用しないとき。 

(5)  堺市立公民館の設置及び管理に関する条例（昭和 56 年条例第 24 号。）

及び規則に違反したとき。 

２ 前項の規定により登録を取り消したときは、堺市立公民館文化教室承認取

消通知書（別記様式第５号）を交付するものとする。 

  (活動状況の確認) 

第１０条 教育長は公民館の職員をして、登録団体の活動状況の確認のため、

その使用中の室内に実地に立ち入ることができる。 

  (生涯学習課主催講座等への参加等) 

第１１条 登録団体は、生涯学習課が指定する講座等に参加し、又は協力しな

ければならない。 

(委任) 

第１２条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

    



 

附 則 

この基準は、平成１３年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この基準は、平成２６年１月１日から施行する。 

 

 附 則 

この基準は、平成２８年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成３０年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、令和２年１月１日から施行する。 

 



堺市立公民館文化教室登録基準施行細則 

 

第１条  この細則は、堺市立公民館文化教室登録基準（以下「基準」という。）

の施行について、必要な事項を定める。 

第２条  基準第２条第５号において、教育長が定める年数は、原則として５年

以上とする。 

２ 基準第２条第９号において、教育長が定める額は、月３,０００円以下とす

る。 

３ 基準第４条第１項で教育長が定める期間は、登録を受けようとする年度の

前年度１月４日から１月３１日までとする。 

４ 基準第４条第２項で教育長が定める期日は、登録を受けた年度の次年度４

月３０日までとする。 

第３条  基準第６条第１項に定める使用の申込みについては、当該使用日の属

する月の前前月の２０日から受理できるものとする。 

２ 基準同条第２項により、教育長は「登録団体」を主な構成員とする展示会・

発表会等の実施について、必要な援助をすることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この細則は、平成１３年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条第２項で教育長が定める期間は、平成１３年度に登録を受けようと

する者に限り、２月１日から２月２５日までとする。 

附 則 

この細則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和４年１２月１日から施行する。 

 

 


